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代金を甲が別途指定する口座に振り込んで支払うものとする。振込手数料は乙の負担とす

る。但し、乙は第 6条の 2に基づき甲から受領すべき敷金及び保証金その他類似の金銭（以

下「敷金等」と総称する。）相当額の交付を甲が免れるのと引き換えにその合計額を売買代

金から控除して支払うことができ、かかる支払により売買代金全額が支払われたものとみ

なされる。 

①受益権譲渡承諾書（第 6条に定義する。）の原本 

②本件信託について、民法及び不動産登記法に基づき、本件信託を原因とする所有権移転

登記及び信託登記が完了していることを示す登記事項証明書 

③本件信託に関する信託目録上の、受益者を甲から乙に変更登記するために必要な一切の

書類 

④甲が現に保有する、本件信託系契約の契約書の原本。 

⑤上記の他、甲が乙に、別途譲渡実行日に交付する「引渡書類リスト」記載の全ての書類 

2 前項にかかわらず、本件信託契約に本件受益者代理人の規定がある場合、①ないし⑥に

規定する書類は、本件受益者代理人の証明による原本の写しで代用することができる。 

3 本件受益権は、売買代金の全額が前項に規定する方法に従い支払われるのと同時に、甲

から乙に移転する。 

4 乙は、本件受益権の譲渡に伴い、甲が有する本件信託契約上の委託者及び受益者の地位

その他一切の権利義務を甲から承継する。但し、本件信託契約において、本件受益権の譲

渡にかかわらず甲から乙に対して承継されない旨規定された義務及び責任は、本件受益権

の譲渡後も甲が単独で引き続き負担する。 

第 5条（本件不動産の対象面積） 

1 本件受益権の譲渡は、本件不動産の面積につき、別紙 1に記載の面積に基づいて行われ

るものとする。 

2 前項の規定にかかわらず、本件土地については、甲及び乙は、実測面積と別紙 1記載の

面積と増減が生じても、互いにこれに関する異議申立、その他売買代金の増減、損害賠償

請求又は本契約の解除等一切の請求をしないものとする。 

3 第 1 項の規定にかかわらず、本件建物については、甲及び乙は、実測面積と別紙 1記載

の床面積と増減が生じても、互いにこれに関する異議申立、その他売買代金の増減、損害

賠償請求又は本契約の解除等一切の請求をしないものとする。 

第 6条（本件信託受託者の承継） 

甲及び乙は本件受益権の甲から乙への譲渡について、譲渡実行日までに、本件受益権に

かかる本件信託受託者の異議を留めない承諾を取得するものとする。 

第 7条（受益者の登記） 

 甲及び乙は、本件信託契約においては、受益者に関する登記が省略されていることを確

認する。 

第 8条（瑕疵担保責任） 
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